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年 末 年 始 地 域 安 全 運 動 
～ ゆく年くる年 みんなで守ろう 地域の安全 ～ 

令和５年１２月１１日から 

令和６年 １月 ５日まで 

〇 県民の身近で発生する犯罪の被害防止 
   あわただしい年末年始、犯罪者はそのスキを狙っています。 

確実な戸締り、ツーロックで被害を防止しましょう。 

 

西 可 児 交 番     
              令和５年１２月号      0574-61-0110   

 

〇 子供と女性の犯罪被害防止 
   子供に対する声掛けや、女性を狙った犯罪が発生しています。 

不審者（車）を見かけたら、110番通報をしましょう。 

地域ぐるみで『ながら見守り』に取り組み、子供を守りましょう。 

〇 ニセ電話詐欺の被害防止 
   本年は、還付金詐欺、キャッシュカードを狙った手口、電子マネーカードを悪用した詐欺が急増してい

ます。在宅時でも留守番電話を設定し、相手がだれか確認してから電話に出るようにしましょう。 

可児警察署ＨＰ 

 

 

西               可                    児                   交                    番  

オレオレ詐欺           キャッシュカードを狙う詐欺 
子供や孫などを装って電話をかけ、   警察や百貨店を装って「偽造カード 

「病気でいつもと声が違う」などと話し  が使われている」「交換が必要」などの 

た後、すぐにお金が必要、代わりの者  話の後、犯人が自宅に訪問してキャッ 

が取りに行くなどと言い、犯人が自宅  シュカードをだまし取ったり、すり替える 

に訪問し、現金をだまし取る詐欺     詐欺 

 

 

令和５年 

年末を無事故で過ごしよい年始  令和５年１２月１１日から令和５年１２月２０日 

〇 夕暮れ時と夜間（特に『魔の時間帯（午後４時から午後８時）』）の交通事故防止 

 
   早めのライト点灯と適切なハイビームの使用 

～ライト点灯の目安（日没３０分前） １２月中は午後４時ころです！～ 

〇 こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保と自転車等のヘルメット着用と 

安全利用の促進 
   交通事故から命を守るため、信号機に従い、道路を横断するときは横断歩道を渡りましょう。 

   自転車利用の方は、ヘルメット着用と安全利用に努めましょう。 

〇 飲酒運転等の危険運転の根絶 
   ① 飲酒運転を許さない環境づくり 

      家庭・地域・職場などが一体となって「飲酒運転をしない、させない、 

許さない」環境を作り上げましょう。 

   ② 妨害運転（あおり運転）の根絶 

      思いやり、ゆずり合いの気持ちを持った運転をしましょう。 
 

特殊詐欺多発中!! 

警察安全相談ダイヤル ＃９１１０ 

 


